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論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説
に
關
す
る
統
計
的
親
祭

第
十

三
巻

(第

二
號

二
,○
)

【
六
四

累
進
税
の
公
平
犠
牲
説
に
關
す
ろ
統
計
的
観
察

汐

見

三

郎

一

財

政

と

私

経

済

と

の
交

渉

財
政
鳳
、
国
家
の
輝
濟
ε
し
て
其
自
身
重
要
な
る
の
み
な
ら
す
、
更

に
國
氏
純
濟

に
影
響

し
、
遂

に
私
経
済
ご

交
渉
す

る
に
至

っ
て
益
々
其
意
義
を
加
ふ
る
の
で
め
る
。
黙
れ
ざ
も
財
政

の
凡
て
が

一
様

に
私
脛
濟

だ
密
接
な
る

關
係
を
有
す
る
の
で
な
く
、
其
部
門

に
慮
じ
自
ら
交
渉
の
程
度
に
厚
薄
を
生
す

る
の
で
あ
.る
。
国
家
純
費
が
、
.軍

備
費
ε
し
て
公
債
費
ε
し
て
文
治
費

`
し
て
、
.私
脛
濟
に
影
響
を
興
ふ
る
事
は
勿
論
で
あ
ら
う
、
而
あ
其
影
響
π

る
や
、
無
形
的
且

つ
間
接
的
な
る
に
止
ま
る
。
國
家
の
版
入
に
至
っ
て
は
、
私
経
済
ざ
接
鯛
す
る
事
は
、
経
費
よ

り
も
密
な
る
を
常
ご
す
る
、
然
し
牧
人
の
中
に
て
も
、
私
繹
濟
牧
人
、
政
務
牧
人
、
公
債
等
が
私
経
済
に
封
ず

る

關
係
は
、
依
然
薄
紙
を
隔
て
Σ
相
野

し
陀
る
如
き
威
を
俘

ふ
、
.蓋
し
此
等
の
牧
人
は
強
制
共
同
経
済
な
る
財
政
の

本
質
を
、
充
分
具
備
し
て
み
な

い
か
ら
で
あ
る
ゆ

租
税
は
、
国
家
収
入
の
中
で
、
從

っ
て
財
政
至
部
の
中

に
於
て
、
最
も
強
制
共
同
経
済

の
特
質
に
富
む
ご
一四
は

れ
て
.み
る
。
蓋
し
租
税
は
、
国
家
が
収
入
を
得
る
の
目
的
を
以
て
、
財
政
権

に
よ
り
、

一
般
人
民
よ
b
強
制
的
に

徴
牧
す

る
公
課
な
る
が
故
で
あ
る
、
而
し
て
財
政
権
ε
云
ひ
、

一
般
人
民
ざ
云
ひ
、
強
制
的
ご
云
ひ
、
其
何

れ
の

要
素
よ
り
す
る
も
、
財
政
の
中
で
租
税
は
私
脛
濟

ご
交
渉
す

る
事
が
最
も
大
で
あ
る
。
從
っ
て
財
政
は
、
租
枕
あ

1)小 川博士=租 税論 卜5頁

.
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響

る
に
よ
り
、
始
め
て
其
意
義
を
増
す

の
で
あ
る
。

.

租
税
に
は
、
通
常
、財
政
的
、
国
民
経
濟
的
、
肚
會
的
の
三
原
則
が
定
め
ら
れ
て
み
る
。
.財
政
的
原
則
が
專
ち
国

家
の
立
場
よ
り
出
獲
せ
る
に
反
し
.
肱
會
的
原
則
は
常
に
私
人
の
利
益
を
主
眼
ε
し
て
み
る
、
園
長
経
済
的
原
則

は
國
家
ご
私
人
ε
の
中
間
た
る
国
民
経
済
を
問
題

ご
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
租
税
が
財
政
現
象
た
る
以
上
、
租
税

の
存
守
る
所
E

は
必
ず
財
政
的
原
則
が
是
に
俘

ふ
の
は
當
然
で
あ
る
。
更
に
租
税
は
、
其
立
.…脚
地
た
る
国
民
脛
濟

を
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
ね
か
ら
、
.弦
に
第
二
次
的
に
国
民
経
済
的
原
則
が
生
じ
た
の
で
あ
る
、
然
し
國
艮
経
済
全
禮

に
課
せ
ら
れ
た
租
税
は
、
結
局
団
員
経
済
の
組
成

分
子
た
る
各
個
の
私
経
済

の
負
捲
に
蹄
す
る
鐸
で
あ
る
、
故
に

各
個
の
私
脛
濟
の
問

に
租
税
を
適
當
に
配
分
す

る
を
目
的
ε
せ
る
肚
會
的
原
則
が
成
立
す

る
、
租
税
の
肚
會
的
原

則
中
景
も
重
要
な
る
問
題
は
累
進
税
に
聞
す

ぢ
議
論
で
め
る
。
從
っ
て
租
税
の
原
則
中
、
私
経
済
ご
緊
密
な
る
關

係
に
あ
る
も

の
は
、
耐
…會
的
原
則
で
め

つ
て
、
就
中
累
進
税
を
最
も
重
要
こ
す
る
。

財
政

`
私
纒
濟

ご
の
交
渉
は
、
財
政
學
の
重
要
な
る
部
分
の

　
で
め
る
が
、
複
雑
且
つ
廣
汎
釁
る
が
鴬
功
に
容

易
に
纒
ま
b
が
っ
か
な
い
。
然

し
其
中
心
問
題
は
轟
ら
累
進
挽
諭
に
集
中
し
て
み
る
か
ら
、
是
が
解
決
は
、
財
政

ご
私
脛
濟
こ
の
交
渉
を
明
な
ら

し
む
る
鍵

ご
な
る
鐸
で
あ
る
。
以
下
累
進
税
の
通
説
た
る
公
牛
犠
牲
誘
の
根
擦
を

明
に
す
る
の
も
、
全
く
此
趣
旨

に
外
な
ら
な

い
。

最
初

に

「
公
卒
犠
牲
説

の
見
起
る
累
進
税
の
根
糠
」
ε
し
て
公
竿
犠
牲
説
を
分
析
し
、
財
政

ピ
私
経
済
琶
に
關

す
る
諸
家
の
意
見
を
紹
介
す

る
、
次
に
私
経
済

に
關
す

る

「
国
損
e
一
法
則
の
研
究
」
を
述

べ
、
更

に
比
和
脛
濟
の

法
則
を
慮
用

し
、
以
て
累
進
槍
の
公
雫
蟻
性
説
に
有

力
な
る
統
計
的
根
振
を
與

へ
ん
ご
す

る
の
で
あ
る
。

論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説

に
閲
す

ろ
統
計
的
柳
察

第
+
三
巻
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二
號
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干

論

叢

累
進
税
の
公
平
犠
牲
読

匡
關
す

ろ
統
計
的
観
察

第
+
三
巻

(第

二
號

二
.
こ

=
ハ
六

二

公
李
犠
牲
説
の
見
た
る
隅果
進
税
の
根
撮

租
税
を
大
別
し
て
、
比
例
税
ぜ
累
進
税
巴
の
二
種
ε
す
る
事
が
出
家
る
。
累
進
椀
ε
云
ふ
は
、
税
源
又
は
裸
視

物
件
の
藪
量
領
格

の
増
大
す
る
に
從
ひ
次
第

に
高
き
視
率
を
以
て
課
祝
す
る
租
税
で
あ

っ
て
、
か
の
.税
源
課
税
物

件
の
大
小
を
問
は
す
常
に
同

一
挽
車
を
以
て
課
す

る
比
例
税
に
封
ず

る
吉
葉
で
あ
る
。
故

に
累
進
視
ε
比
例
視
ご

は
、
二

見
躍
に
視
率
の
差
異
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
、
此
等

の
冷
き
数
字
の
背
後
に
は
租
税
の
本
質
に
閲
す

る

二
大
學
説
の
相
違
が
存
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

租
視
の
本
質
に
關
し
二

つ
の
學
説
が
封
立
し
て
み
る
.

一
は
、
相
槍
を
以
て
国
家
の
與

ふ
る
利
益

に
封
ず

る
人

民
の
反
封
給
付
な
り
ご
す

る
學
説
で
あ
っ

て
}
利
益
交
換
説
な

る
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
み
る
。
他
は
、
国
家
の
財

政
の
本
質
を
強
制
共
同
経
済
に
求

め
、
租
税
を
以
て
財
政
維
持
の
矯
め
に
す

る
人
民
の
犠
牲
な
ザ
ε
解
せ
る
犠
牲

読

で
あ
る
。
利
益
変
換
読
は

英
佛
を

中
心
ε
し
て
過
.去
に

行
は
れ
、
犠
牲
説
は
濁
襖
に
獲
辞
し
現
代
の
財
政
學

を
風
靡
せ
る
學
説
で
あ
る
。
.し∩
&
αq
3
睾

の
忠
實
な
る
分
類
に
從

へ
ば
、
少
撒
の
例
外
を
除
き
、
利
益
交
換
説
を

奉
ず

る
學
者
は
殆

ん
、ご
比
例
税
を
主
張
し
、
犠
牲
説
に
厩
す

る
論
者
の
大
多
敷
は
累
進
税
論
に
左
袒
し
て
み
る
の

で
あ
る
。
葺現
今
利
金
交
換
読
は
殆

ん
.ご
勢
力
を
失
し
、
犠
牲
説
が
猫
り
租
税
論
を
支
配
し
て
み
る
。
故

に
、
累
進

税
封
比
例
税
の
問
題
に
就
て
も
、
學
界
の
大
勢
は
累
進
税

に
傾

い
て
み
る
。

累
進
税
が
國
視
ε
し
て
廣
く
行
は
る
、
に
至
っ
た
の
は
、
最
近
の
事
實
で
あ
る
。
か
の

し口
p
の雪
げ
δ

の
如
き
、

お
小 川 博 士=租 税 論67頁
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し

サ

累
進

税

に
軍
に
地
方
税

ご
し
て

の
特

質
を
認

め
、
其
國

椀

こ
し
て
存

在

し
得

る
は
只
小
國
に
止
ま

る
ε
、

断
言

し

て
居

っ
た
、
然

る
に
世
界
戦
争

の
齎

せ
る
財
政

の
窮

追

の
結
果

、
張

國

の
凡

て
が
、
國

挽

の
中

16
な

る
所
得

税
財

産
税

℃
於

て
、
累
進
枇
を
採
用
す

る

に
至

っ
た

の
で
あ

る
。

現
に

しd
pm5
『一Φ

の
祀
國

た

る
英
国

の
犬
蕨
省

も
、

彼

の
豫
青

を
裏

切
り
て

、
可

な
り
大

膳
な

る
累

進
税
を

採
用

し
て

み
る
の
で
あ

砒
。

學
誘
實
際

の
何

れ
よ
b
見

る
も
、
累
推

挽
な

る
大

事

實

の
存
在

は
、
到
底

無
視
す

る
を
得

な

い
、
然

る
に
其
根

.

擦

に
關

し
て
議

論
匠

々
に
分
れ

容
易

に

「
致
し
難

い
も

の
が

め
る
Q
.

累

進
税
を
是

認
す

る
通
説

に
は
、
公
卒

負
擢

説
な

る
名
が
附

せ
ら

れ
て

み
る
。
公
卒
負
捲

説
を
分
ち
て

・
慮

分

.

擁

説

宣

μ
・摩
男
「【旨
N9

・
轟

・ぼ
停量
警

憂

・
ε

・
傘

犠
牲
説

(
U
鷺

・同書

量

・
審

・σq
[重

星

あ

二

ε
す
る
。
慮
分
擢
税
説
ご
公
卒
犠
牲
説
こ
の
匠
別
に
就

て
は
種
々
説
明
が
試
み
ら
れ
て
み
る
。
前
者
は
、
穂
視
を

負
癖
す

る
積
極
助
の
力
を
源
準

こ
し
た
の
で
あ

っ
て
、
何
れ
か
ε
云

へ
ば
客
親
臨
性
質
を
有
し
、
且

つ
包
括
的

の
.

名
　粥
で
あ
る
。
後
者
は
私
経
済

の
主
蜆
的
償
値
を
標
準

ε
し
、
課
税
に
よ

っ
て
消
極
的

に
失
ふ
所
の
犠
牲

に
着
眼

し

て
み
る
、
從

っ
て
其
内

容

は
悲

m
に
限
定
せ
ら

る
る

の
で
あ

る
。

・。
。
】雪

　

は

、

溝
費

能
力
を
根
擦

ご
し
た

る
公
季
犠
牲
説
の
み
に
て
は
満
足
せ
す
、
更

に
無

能
力
を
加
味
す

る
必
要
を
主
張
し
、
牡
ハ意
味
に
於
て
悉
分
罐

離

を
支
持
し
て
み
る
。
神
戸
博
士
も
痘

此
説
を
承
認
し
て
ゐ
ら
窓

。
然
し
累
進
税
の
本
驚

特
徴
を
な
し

,.
ゐ
、
の
は
、
寧
。
後
蔀

ち
撃

経

説
で
め
・
か
ら
、
霞

問
題
を
專
ら
此
説
に
惜

し
、
議
論
を
讐

よ

う

ご

思

ふ

。

、

塞

纏

酷

立
場
よ
ザ
、
罐

・
累
進
税
を
離

し
た
の
は
、

鐸

・暑

黄

で
あ
る
・
窓

所
得
`
・

論

叢

累
進
馨

公
義

牲
説
に
關
す
る
馨

的
漿

第
+
蓉

〔第
二
號

二
三
)

=
八
七

6)Bastable;PublicFinance ,PP.31.5-316,
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、

●

論

叢

累
進
馨

公
禽

性
説
・萌

す
ろ
統
計
的
禦

第
士
蓉

(第
二
號

二
巴

=
犬

.

其

に
よ
り
瀧
足

せ
ら

る
る
慾
望

の
数

(N
巴
・じ

及

び
熱
度

(剛・・蟹

量

ピ
の
關
係

に
立
脚

し
、
議

論
を
進

ぬ
下

る
る
・
大
所
得
者
が
多
数
の
慾
望
を
瀧
足
せ
し
め
特
に
熱
度
の

小
な
る

奢
侈
慾
迄
を
も

満
足
せ
し
め
得

る
に
反

し
・
小
所
得
巻
は
篠

に
熱
度
大
な
る
嵐

の
必
懇

を
満
足
せ
し
む
・
遍

ぎ
な
い
の
で
あ
・
。
從

っ
て
課
磐

際
し
・
両
者
の
失
ふ
犠
牲
を
公
孚
な
ら
し
む
る
に
は
、
限
界
効
用
大
な
る
小
所
得
者

に
税
率
を
小
に
し
,
限
界
効

の

用
心
な
る
大
所
得
者
に
は
重
牽
を
課
す

べ
き
事
が
常
然
の
結
聾

し
て
生
れ
て
急

。
,、
れ

冨
。ズ
。
.
あ

累
進
税

論
の
大
要
で
あ
る
。

.

・

竃
2
醇

を
中
心
ざ
し
て
公
平
犠
牲
説
は
漸
次
独
居
し
て
來
だ
。
然
七
多
く
の
単
巻
は
、
軍

に
、

一
萬
圓
の
所
得

を
有
す
る
人
の
千
圓
の
犠
牲

よ
り
も
千
圓
の
所
得
を
有
す
る
人
の
百
圓

の
犠
牲

の
方
が
苦
痛
大
な
り
ε
の
根
擦
よ

の

り
、
累
進

税

が
犠
牲

の
公
李

を
得

る
所
以

で
あ
る
ε
説

明
し

て
み

る
。
特

に

∩
。
H回「9
鼻

舅
～ま
Φ
の

の
如

き
は
是
以

上

の
説
明

は
無

用
な
b

ε
し
、
其
理
由

を
説

明

し
て
、

こ
れ
恰
も
國
家

の
刑
罰

の
程
度
が
國
家

の
任
意

に
出

つ
る

が
如

し
ε
云
う
て

み
る
・
然

し
是
で
は
問
題

に
答

ふ
る

に
問
題

を
以

て
せ

る
に
止

ま
り

、
何
等
解
決

に
資
す

る
所

.

が
な

㍗

所

得
の
齎

す
限
界
効

用
が
逓
減

す

る
事
を
前
提

ε
し
、
而

し
て
租

税

に
よ
り
.失

ふ
犠

牲
を
公
季
な
ら

し
む

る
手

　

　

む

　

段
ε
し
て
累
進
税
を
主
張
す

る
考

へ
方
は
、
大
髄
二

つ
に
分
つ
事
が
出
凍
る
。

一
は
真
矢
ふ
犠
牲
の
全
部
効
用
を

む

　

　

つ

考

へ
、
他
は
其
犠
牲
の
限
界
効
用
に
注
目
す

る
の
で
あ
る
。

問
題
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
爲
め
図
表
的

に
説
明
を
加

へ
る
。
或
人
の
所
得
の
全
部
効
用
を
面
積

A

B

C

D
に

　

む

む

む

て
示
し
、
租
税
`
し
て
支
彿
ふ
犠
牲

の
全
都
効
用
を
面
積

C

D

E

F
ε
す
る
時
に
は
、
限
界
効
用
を
示
す
直
線

7

8)
9)

10)
Tyszka;Gi'undz唯ederFinanzwi55ellschaf毛.S.

Finanzwissenschaft,7.Auflage.S.16.Collr臼d・

Fbldes;FiuaDzwissenschaft.S.288-290.

騰 ε1;9窪'黄。黙 認1轟,言29乙 警 ヒ,.・。・。g。,S.、g、.り ・.

76-79.

,



'

む

　

　

　

E

F

を
問
題
ご
す
る
か
、
或
は
全
部
効
用
を
現
は
す
面
積

C

D

E

F

を

問
題
ε

す

る
か
、
の
二

つ
の
考

へ
方
が
分
れ
る
の
で
あ

る
。

例

へ
ば
武
人
が
年
五
千
圓
の
所
得
を
有
し
、
其
中

の

一
割
即
ち
五
百
圓
を
租
税
ε

.
し
て
負
擢
し
だ
ε
す
る
、
此
五
千
圓
ε
云
ふ
所
得
の
與
ふ
る
効
用
を
、

一
圃
づ
》
に

就
て
見

る
に
、
最
初
の

一
圓
は
A
B
ε
云
ふ
風
に
非
常

に
大
で
あ
る
が
、
漸
次
下
が

り
四
千
五
百
圓
よ
り
四
千
五
百

一
圓
に
至
る

一
圓
で
は
E
F
ご
な
り
、
最
後
に
五
千

圓
よ
b
五
千

一
圓
に
至
る
黙
で
は
D
C
に
減
少
し
た
ご
假
足
す

る
。
此
場
合
五
千
圓

の
所
得
を
有
せ
し
人
は
、
五
百
圓
を
租
税
に
支
梯

っ
セ
が
薦
め
に
、
其
所
得
の
享
樂

を

】
部
犠
牲
に
供

し
た
の
で
あ
る
。
全
部
効
用
に
就
て
見
れ
ば
、
A

B

C

D

ご
云
ふ
五
千
圓
の
全
部
効
用
よ
り

C
、D

E

F

ε
云
ふ
五
百
圓
の
全
部
効
用
を
犠
牲
に
し
、
限
界
効
用
に
就
て
云

へ
ば
、
五
千
圓

の
限
界
効
用
D
C

む

む

　

む

を
四
千
五
百
圓
の
限
界
効
用
h
F
に
上
昇
せ
し
め
π
結
果
に
な

る
。
'此
際
五
百
圓
の
犠
牲

の
齎
す
至
部
効
用
を
問

む

む

　

　

題
ε
す
る
か
、
或
は
限
界
効
用
を
考
慮
す

べ
き
や
の
岐
路
に
立

つ
の
で
あ
る
。

ロ

む

　

む

登
部
効
用
を
示
す
面
積

C

D

E

F
を
問
題
ビ
す

る
學
説
は
更

に
二

つ
に
分
れ
る
。

　

　

　

　

　

一
は
均
等
犠
牲

説

(国
ρ
[配

し∩
鷲
「5
8

月
[5
。
蔓
)

で
あ

っ
て
、
租

視

ぜ
し
て
支

繍

ふ
所
得

の
全
部
効

肘
を
均
等

な
ら
し

め
ん
ε
す

る
説

で
あ

る
。
C

D

E

F

を
同

一
な
ら

し

め
ん
ε
す

る
の
で
あ

る
。

鮒

へ
ば
、
甲
が

五
百
圓

の
所
得
を
有

し
、
乙
が
千

圓

の
所
得

を
受
く

る
ざ
す

る
。
此
場
合
甲

.
乙
の
犠
牲
を
公

李

な
ら
し
む

る
爲

め
に
は

.
甲
、
乙
双
方

に
同

一
の
犠

牲

を
沸

は
し
む

る
を
要
す

。
伺

}
の
犠
牲

ビ
云

ふ
は
、
必

論

叢

累
進
税
の
公
不
犠
牲
説
に
翻
す
ろ
統
計
的
観
察
.

第
十
三
巻

(第
二
號

二
五
)

　
六
九

A

E

D

B- F C

11)Edgeworth;ThePureTheoryofT乱xation.p.557.

Journalt897)

(TheEconomic

.



、

甲＼
.

＼
A卜＼

論

叢

累
進
税
の
公
平
犠
牲
読
に
關
ず
る
統
計
餉
観
察

E厭

目
B

乙

Eノ.

[ソ

笏

Fノ C'σ

第
+
三
巻

〔第
二
號
.
二
六
)

一
七
〇

す
七
も
同

一
金
甑
、
同

一
比
例
金
額
で
は
な
く
、

均
等
の
全
部
効
用
を
蟻
牧

ざ
す

る
を
意
味
す

る
の

で
あ
る
。
通
常
五
百
圓
の

一
割
の
犠
牲
の
全
部
効

用
は
、
千
圓
の

一
割
の
其
よ
り
大
で
あ
る
。
假
に

五
百
圓
の

一
割
の
全
部
犠
牲
が
、
千
圓

の

一
割
二

.

分
の
全
部
犠
牲
ε
等
し
ご
す

る
。
此
場
合
に
は
、

甲
よ
り

一
割
、
乙
よ
り

一
割
二
分
の
金
額
を
租
税

に
徴
収
す

る
の
が
、
.犠
牲
の
公
準
を
得
た
鐸
で
あ

る
淘
蓋
し
馬
・両
者

の

「犠
牲
の
全
部
効
用
」
節
ち

「
犠
牲
金
額
に
犠
牲
の
卒
均
限
界
効
用
を
乗
じ
た
る
も
の
」
は

相
.等
し
き
が
故
で
あ
る
。

数
式
に
示
せ
ば

∩
ご
国
育
Q
ご
、電
頃

が
此
説
の
目
的
で
あ
る
。

本
説
は
最
も
簡
軍
な

る
公
準
犠
牲
説
で
あ

っ
て
、
累
進
税
を
主
張
す

る
始
ん
ご
凡
て
の
論
者
が
暗
黙
の
中
に
奉
ず
る
所
で
あ
る
。
・前
記

寧

。
牙
鐙

以
下
の
學
者
が
、
千
圓
の

一
割
ば

一
萬
圓
の

…
割
よ
り
も
犠
牲
大
な
り
ご
主
張
し
て
み
る
の
は
、
譬
喩

的
に
本
読
を
是
認
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

の

　

ロ

　

　

全
部
効
用

に
着
眼

し
た
第
二

の
學
説

ご
し
て
、
H.「Ω
.・・Qコ

の
比

例
犠
牲

説

廊
、3
℃
。
三
。
塁
一
㌶
。
二
臣8

↓
ぽ
。q
)

を
考

へ
る
事

が
出

張

る
。

彼

は
、
従

来

の
多
敷
學

者

ξ
同
じ
く

全
部

効
用

に
よ
b
犠
牲

の
公
孕

を
得

ん
事
を
望

ん
で

み
る
が
、

か
の
均
等

犠
牲

説
が
全
部
効
用

の
絶

掛
額

を
目
的

・し
せ
る
に
反

し
、
更

に
相
謝
額

に

一
歩

を
進

め
て

み
る
。
即
ち
所
得

の
企

12)S2.x:DieProgre3～i、 ・sleuel一.S.56-6【.

Sozialpolit玉kur】dVei'waltlmgI8g2)

ScligmεLn忌o圧)一cit・,PP・2正6-222・

(ZeitschriftftirVolkswirtsとhaft,



部
効

用

A

B

C

D

に
射

し
犠
牲

の
全

部
効
用

C

D

E

F
が
占

む

る
比
例
を
等

し
く

し
、
以
て
犠
牲
を

公
李
な
.

ら

し
め
ん

ε
し
て

み
る
。

A卜

＼ 甲
＼ 。

D
/

CFB

コ

も
鳶

＼
＼

冒

,,A

定
の
比
僻
を
保

つ
様
に
挽
牽
を
定

む
る
必
要
上
.
累
進
税
が
最
も
適
當
の
も
の
ε
な
る
の
で
あ

る
。

葱

鵠
舘

幽

閑

鞭

ε
な
る
の
で
あ
る
。
.然
し
彼
の
数
字
的
根
擦
に
劃
し
て
は
.

加

へ
て

る

る

。

∩
o
ゴ
0
5

uo
樽
墨

昌

は

、

更

に

積

極

的

に

、

じ⇔
興

=
o
じ
崖
o

き

、

累

進

税

論

を

説

明

し

て

み

る

が

、
「
.根

本

思

想

に

於

て

は

勺
§

ω
。
二

ξ

同

一
類

型

に

驕

し

で

み

る

。

ロ

む

む

む

以
上
は
全
部
効
用
の
面
積

C

D

E

F
を
標
準
`
し
π
る
考

へ
方

で
め
る
が
、
更

に
限
界
効
用
を
示
す
直
線
E

F
を
根
撮
ざ
し
た
る
學
説
を
敷

へ
る
事
が
出
来
る
。

り

　

の

り

の

　

　

共

↓
は

し。
3
9
冨
五

Φ
「

の
唱

ふ

る

限
界
効
用

等
差

説

で
あ
る
。

犠
牲

に
よ
め
生

じ
た

る
限
界
効
用

の
攣
化

、

論

叢

累
進
税
の
公
平
犠
牲
説
に
關
す
ろ
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

(第
二
號

二
七
)

…
七
一

例

へ
ば
五
.百
圓
の
所
得
者
甲
が
五
十
圓
の
犠
牲

を
彿
ふ
時

所
得
の
全
部
効
用
ε
犠
牲
の
全
部
効

・用
.ε
の
比
が

一
〇
〇
封
入
、
叉
手
圓
の
所
得
盾
乙

が
百
十
圓
の
犠
牲
を
費
す
時
、
其
全
部
効
用
の
比

が
同
じ
く

一
〇
〇
封
入
だ
す

る
。
此
場
合
に
は
甲

に

　
割
を

課
し
、

乙
に

一
割

一
分
を

課
す

る
の

が
、
犠
牲
の
公
孕
を
保

つ
所
以
で
あ
る
。
即
ち
犠

牲
の
全
部
効
用
が
全
所
得
の
全
部
効
用
に
劃
し

一

徹
式
で
現
は

O
o
7
2

曽
轟
陣

が
痛
撃
を

瑚

の
法
則
を

基
礎

ε
し
π
る

理
想

曲
線
を

識

13)DanielBernouille;VersucheinerneuenTheo,iederWerLbes仁imlnung

vonG1口cksfallen

Seligman=op.cit.,PP.278-284・

1のSchonheyder=a.a.0.S.4.56-462.
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^

論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説
に
關
す
る
統
計
的
観
察

.
E
鯵

.

対

策
十
一、一巻

(第
二
號

二
入
)

】
七
二

即
ち

E

F

巴

D

C

ビ

の
差

E

G
を
等

し
く
す

る
事
を
主
張
す

る
の

で
あ

る
。
凡

.
て
所

得
は
限
界
効
用

に
よ

り
其
償
値

を
評
定

せ
ら

る

」
を
常

ど
す

る
、
從

っ
て
犠
牲

の
公
卒

な
b
や
否
や

の
標

準

は
、
犠
牲

め
り

し

覚

め
に

生

じ
た

る

限
界
効
用

の

愛

動

、
即

ち
彼

の
所
謂
-

犠

牲

を
蔵
す

る
程
度
」

萄

弘
三
匿
芽
。蹄

亀
田

O
b
犀
。。)
に
求

め

セ

の

ね
ば
な
ら
澱
。
然
る
に
所
得
の

限
界
効
用
は
、

小
所
得

に
於
て
は

攣
化
急
激
に
し

て
、
大
所
得

に
て
は
甚
だ
緩
で
あ
る
か
ら
、
同

一
比
例
金
額
内

の
限
界
効
用
の
攣
動

も
、
大
所
得
に
於
て
は
小
所
得
よ
り
も
小
で
あ
る
。
.從

っ
て
限
界
効
用
の
差
を
均
等

な
ら
し
む
る
爲
め
に
は
、
大
所
得
に
重
牽
を
課
し
、
小
所
得
に
は
輕
牽

に
す

べ
き
で

あ

る
、
.累
進

税
は
是

よ
り
生
す
o

P

■

甲卜
A

巨

D

CF日

、

例

へ
ば
甲
が
五
百
.圓
の
所
得
を
有
し
其
限
界

効
用
が

D

C
う
乙
が
千
五
百
圓

の
所
得
を
有
し

其
限
界
効
用
が

α

σ

な
り
こ
す

、
此
特
用
、

乙
双
方

の
犠
牲
を

公

平

な
ら

し
む
る
に
は
、

甲
、
乙
両
者

の
限
界
効
用
の
差
が
等
し
く
な
る

檬
に
課
税
す

べ
き
で
あ
る
。
即
ち
甲
に

一
割
の

犠
牲
を
梯
は
し
め
た
る
結
果

E

G

だ
け

限
界

効
用
を
増
し
、
、
乙
に

E
・G

に

等
し
き
R

α

.

、
.
.

・



D

ρ

ゴ

E＼＼

F

.

AA
＼ 、

＼ 町、
B

D

だ

け
限
界

効
用
を
増

さ
し
む

る
薦

め
.に
は

一
割
五

分
だ
け

の
犠
牲

聖
揚
は
.し
む

る
を
要

す

ε
す

る
。
此

場
合

甲
に

一
割
、
.乙

に

一
割

二
分
課

税
せ
ば
犠
牲

の
公
李

を
得
ら

れ
る

.

.の
で
あ
る
、
敷
式

で
云

へ
ば

、
団
団
l
U
∩
n
国
、閏
「

U
δ
、
が

此

読
の
理
想

で
あ

る
。

　

　

　

む

　

　

　

限
界
効
用
を
問
題
ε
す

る
笥
〃二
の
説
は

国
二
㈹
①≦
o
詳
ゴ
、
∩
窪
く
辞

の
限
界
効
用
均
等
説

(
国
ρ
ご
7
ヨ
農
σq
冒
9

q
け已
¢

日
置
∩
o
崎
)

で
あ
る
。
彼
等
は
、
限
界
効
用
均
等
の
法
則
が

帥
ち
全
部
効
用
極
大
の
注
則
ε
な
る
を
見
、
課
税
に
際

し
て
も
各
個
の
私
経
済
の
限
界

効
用
が
等

し
く
な
る
様
に
犠
牲
を
配
分
す
る
事
を
、
主
張
し
て
み
る
。
即
ち
犠
牲
を
支

繍
ひ
把
る
後

の
限
界
効
用
.E

F

を

均
等
な
ら
し
め
ん
事
を
考

へ
て
る
る
の
で
あ
る
。

例

へ
ば
甲
が
五
百
圓
の
所
得
を
有
し
其
棋
界
効
用
が

C

,D

、C

D

C

、

乙
が
二
千
圓

の
所
得

を
有

し

其
限
界

効
用

が

F

,E

ド

∬
C

な

る
時
、
甲
、
乙

全
部

の
犠
牲

を
最
小

な
ら

し
む

.

右「倒
.

〆

」
嘲

る
矯

め
に
は
犠
牲
を
支
挑
ひ
た
る
残
饒
の
甲
、
乙
の
限

界
効
用

E

F
、
R

F

を
均
等
な
ら
し
む
る
事
を
要
す

る
の
で
あ

る
。
通
常
大
所
得
は
限
界
・効
用
小
に
し
て
、

小
所
得
が
限
界
効
用
が
大
で
あ
る
か
ら
、
此
目
的
を
達

す

る
爲
め
に
は
、
大
所
得
に
電
傘
を
課
し
、
小
所
得

に

輕
牽

を
課

す

る
結
果

ε
な

る
。
要
す

る
に

国
臨
げq
o
宅
〇
三
ご

∩
碧
くo
「
は
公
李

犠
牲

説

を
最

小
犠
牲
読

の
意

に
解

し
、

論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説
匡
關
ず
る
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

(第
二
號

二
九
)

.一
七
三

15}Edgewgrしh;op.clt.,PP.55a-57【 ・
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論

叢

累
進
税
の
公
挙
犠
牲
説
に
嗣
す
ろ
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

〔第
二
號

三
〇
)

.}
七
四

限
界
効
用

均
等

の
法

則
を
租

税

に
悉

帰

し
て
問
題

を
解

決
.し
て
み

る
。
団
団
11
国
、曳

が
本

説

の
根
糠

ε
す

る
所

で

あ

る
。

.

　

　

　

　

む

　

　

む

ゆ

.

以
上
公
卒
犠
牲
論
を
大
別
し
て
、
全
部
効
用
の
面
積
を
主

ε
す
る
説
ε
、
限
界
効
用

の
直
線
に
着
眼
す

る
も
の

・

●

・

●

・

●

・

・

●

●

●
.
・

・

●

・

.

・

.

●

・

o

●

●

・

」

ε
し
、
.更

に
前
者
を
均
等
犠
牲
説
ε
比
例
犠
牲
説
ざ
に
、
後
者
を
限
界
効
用
蝉
差
説
、
限
界
効
用
均
等
説

の
二
つ

に
細
分
し
把
の
で
あ
る
・
敷
式
で
云
ふ
ε
、
均
等
犠
牲
説
は

∩
目

〒

Q
塁

巨

比
例
犠
牲
説
は

罷

㍗

慕

叩

を
主
張
し
、
限
界
効
用
等
差
説
は

胃

占

∩
亀

・
6

、∩
醸

界
効
用
鋒

説
は

国
〒

・
、・
、.

ε
し

て
示
す

事
が
繊
凍

る
。

、
累
進

視

の
根
糠

た

る
公
子

犠
牲
説

は
、
省
種

々
の
組

合

せ
に
よ
り
、
多
微

の
所

説
を
考

へ
る
事
が
出
水

る
が
、

從
家
老
仁

明
瞭
な

る
説

明
を

加

へ
た

の
は
以
上
四
者
で

あ
る
。
其

中
均

等
犠
牲
説

、
比

例
犠
牲

誘
、
限
界
効
用
等

差
説

は
犠
牲

の
李

等

(国
ρ
自
己

しop
。
「ヨ
8
)
を
望
.め
る
が
故

に
本

來

の
公
平
犠
牲

説

で
あ
る
が
、
最

後
の

国
臥
げq
睾

○
井
げ

一
振

の
限
界
効
用

均
等
説

は
多
少

之
ε
趣

を
異

に
し
、
最

小
犠
牲

(ぴ
の
田
舞

し∩
m
o「臨
。Φ
}
冒
「三
ヨ
⊆∋

ω
螢〇
二
識
8
Y

な

る

=
。ユ
〇
三
〇
層
}

且
豆
o
を
目
的

ε
し
て

み
る
の
で
あ

る
。

累
進

枕
論

の
根
擦

ご
し
て

は
、
公
卒
犠

牲
説

の
他

に
肚

會
政

策
説
、
補
償
説
等

も
あ

る
が
、
累
進

税
其

者

の
説

明

嬉
し
て
は
、
寧
ろ
從
驕
的

の
地
位

を
占

め
て
み

る
に

過
ぎ
な

い
。

公
}牛
犠
牲

説

に
は
、
幾
多

の
批
難

が
加

へ
ら

れ
て
る

る
。
然

し
學
説

上
事
實

上
比
例
税

が
倒

れ
て
累
進

税

が
行

は
る

」
に
至

つ
だ

の
は

、
何

に
よ

る
か
。

こ
れ
斯
得

の
効
用

が
真
金
領

分
大
小
に
よ
り
増
減
す

る
事
を
認

め
た
結

果

で
あ

る
。
凡
て
の
所

得
が
同

一
効

用
を
有
す

ご
假
定

七
た
過
去

に
あ

っ
て
は
、
犠
牲

の
公
卒

は
比
例
税

に
依

つ

16)B.1stabl∈=op.cit.,p・302・

17)赫 戸博 士 二累 進 課脆 の根 糠 に つ きて.】6頁(経 済 論 叢 第 †一 巻 第 三 號)



て
始
め
て
保
障
せ
ら
れ
把
が
、
是
れ
ご
同

一
理
由
よ
り
し
て
,
所
得
の
増
大
す
る
に
從
ひ
其
限
界
効
用
が
逓
減
す

る
事
を
認
め
π
今
日
に
於
て
は
、
累
進
税
の
簇
生
は
必
然
的
の
要
求
で
あ
る
。

こ
れ
累
進
税
の
根
本
的
根
擦
を
公

}午
犠
牲
説
に
求
む
る
所
以
で
.あ
る
。

要
す
る
に
、"
累
進
税
の
根
本
的
見
解
ε
し
て
公
牛
犠
牲
硯
を
採
用
す

る
に
は
、
二
つ
の
事
實
を
明
に
す
る
必
要

が
あ
る
。
第

一
は
、
所
得

の
増
加
に
俘
ひ
箕
面
す
限
界
効
用
が
逓
減
す

る
事
で
あ
る
。
.此
事
實
を
基
礎
ε
し
て
始

め
て
公
平
犠
牲
説
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
次
に
、
所
得
の
璽
動

に
慮
じ
、
其
限
界
効
用
が
如
何
に
攣
動
ず

る
か

の
程
度
の
問
題
が
重
要
ε
な
る
。
公
牛
犠
牲
説
は
此
攣
動
の
程
度
を
利
用
し
て
始

め
て
累
進
税
率
を
現
實
に
編
む

事
が
田
來
る
。
.然
6
に
、
公
竿
犠
牲
説
に
先
ん
じ
、
且
つ
是
に
続
く
厨
の
此
等
の
事
實
に
閲
し
て
は
、
従
来
有
力

な
.右
研
究
が
試
み
ら
れ
て
み
な

い
の
で
あ
る
。
此
事
情
め
る
が
爲
め
に
、
只
さ

へ
.も
加

へ
ら

る
＼
恣
意
の
非
難
を
、

累
.進
税
が
受
く
る
の
で
あ
る
。

心
理
學
に
於
て
は
刺
戟

ご
戚
畳
こ
の
關
係
を
定
む
、る

ノ～バ
σo
さ
オ
鼻
詰
「

の
法
則
が
.唱

へ
ら
れ
て
る
る
。
藪
理

派
の
単
巻
の
或
者
は
、
累
進
税
の
根
擦
を
求
む
る
.の
切
な
る
醗
り
、
此
原
則
に
迄
手
を
伸
ば
し

て
み
る
。
然
し
艶

種
の
問
.題
は
、
.竃
。図
Φ
雫
の
云
へ
る
・が
如

く
、
.浦
費
統
計
の
如
き
實
謹
的
根
擦
を
得
て
始
め
て
解
決
し
得

る
も
の
な

の
で
あ

る
。
勿
論
消
費
統
計
の
材
料
を
其
艦
用
ひ
て
直
.に
此
問
題
を
解
決
す

る
事
は
困
難

か
あ
知
れ
な

い
、
黙
れ

ざ
も
正
攻
法
不
可
な
ら
ば
側
面
攻
撃

を
も
試
み
、
兎
に
角
消
費
統
計
に
よ
り
私
経
済
の
内
容
を
明
に
す

る
の
必
要

.
な
る
は
、
何
人
も
異
論
な
き
所
で
あ
る
。
此
意
味
に
於
て
、
余

は
私
経
済
の
内
容
を
消
費
統
計
特
に
生
計
調
査
に

よ
り
ぞ
明

に
し
、
以
イ
、問
題
の
解
決
に
、白
歩
を
進
め
た
い
の
で
あ
る
。

●

論
.
叢

累
進
税
の
公
弔
犠
牲
説
に
翻

す
ろ
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

(第

二
號

三

一
)

]
七
五

19)IVIeyer;a.a,0.S.313-3エ6・

・

.



論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説
に
關
す

み
統
計
的
観
察

へ

ゆ

.問

題

は

一
轄

し
て
生
計

調
査

に
入

る
。

三

国
漏
色

法

則

の
研
究

第

+
三
巻

(第
二
號

三
二
)

一
七
六

私
人
の
脛
濟
は
、
生
計
調
査
を
以
て
其
研
究

の
根
振

こ
し
て
み
る
。
從

っ
て
財
政
ε
私
経
済
ご
の
交
渉
黙
花
る

累
進

税
も
、
亦
生
計
調
査
を
硝
酸
黙
ε
せ
ね
ば
な
ら
譲
。

生
計
調
査
の
父

国
「霧
計
図
轟
の一
は
、
生
計
調
査
に
基
き
私
経
済
に
關
す
る
有
力
な
る
法
則
.を
獲
表
し
た
の
で
あ

る
。
円
く

「
家
族
が
貧
困
な
れ
ば
な
る
程
、
総
経
肇
中
食
物
要
に
投
ぜ
ら
る
》
部
分
の
増
加
す
る
を
常

ε
す
田

文
曰
く

「
負
物
費
が
全
艘

の
経
費

に
謝
し
青
む
る
割
合
は
、
他
の
事
情

に
し
て
異
ら
す
ん
ば
、

一
般
國
民
の
物
質

生
活
の
.標
準
を
示
す
」
、
更

に
曰
く

「
総
経
費
中
食
物
費
に
投
ぜ
ら

る
＼
部
分
は
、
所
得
の

減
少
す
る
.に
從
ひ
、
・

等
比
級
敏
的
騰
増
加
す
」

ご
.
此
原
則
を
要
約
す
る
ε
、
次
の
三

だ
な
る
。

↓

食
物
費
が
全
艦
の
脛
費
の
中
に
青
む
る
割
合
を
以
て
、

疲

国
民
の
物
質
生
活
の
標
準

ε
な
せ
し
事
。

二

食
物
要
が
全
艦
の
纒
費
の
中
に
占
む
る
割
合
は
、
所
得
の
増
加
ε
逆
行
し
て
減
少
す

る
事
。
.

三

食
物
費
が
全
膿
の
経
費
に
謝
し
て
青
む
る
割
合
が
、
所
得
の
増
加
に
慮
じ
て
減
少
す

る
程
度
は
、
等
比
級
敷

t
的
な
る
事
。

此
原
則
は
、
種
々
の
意
味

に
於
て
経
済
學

に
大
影
響
を
與

へ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
累
進
税
を
論
ず
る
に
當

っ

て
も
決
し
て
看
渦
す
る
事
が
出
來
な
い
。
本

法
則
の
示
す
所
は
果
し
て
安
當
.な
り
ゃ
、
上
記
三
項
を
詳
し
く
吟
味

す
る
必
要
が
め
る
。

'

畳9)Engel;DieProductions.undCQnsumtionsヤerhaltnisヨedesIくbnigreichg

Sa{:hsen.S.28-30,



の

第

一
、
第
二
の
黙
、
即
ち
食
物
費
が
全
膿

の
経
費
に
謝
し
青
む
る
割
合
.が
所
得
の
額
ご
逆
行
す
る
事
を
認

め
、

此
を
以
て
物
質
生
活
測
定
の
標
準

と
す
る
事
は
、
大
勝
承
認
す
る
事
が
出
來

る
。
蓋
し
食
物
は
生
活
の
必
需
品
に

燈
し
.

一
方
人
間

の
生
存
上

一
定
分
量
を
必
要
ご
す
る
ε
共

に
、
他
方
生
理
的
事
情
よ
り
し
て
或

一
定
量
以
上
は

.

掻
取
す
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
從

っ
て
食
物
に
捜
せ
ら
る
』
費
用
も
絶
掛
額

に
於
て
接
、
上
下
す

る
事
少

く
、

甚
だ
弾
力
性
に
乏
し
い
の
で
あ
る
薄
命
筒
題
ε
な

っ
て
み
る
、
食
物
費
が
企
膿

の
経
費

に
謝
し
て
占
む
る
割
合
は
、

総
経
費
を
分
母
ε
し
食
物
費
を
分
子

ε
し
π
る
分
数
で
あ
る
。
從

っ
て
、
分
子
た
る
食
物
費

が

弾
力
性

に

乏
し

き
以
上
、
・分
母
の
経
費
が
大
淀
」
な
る
に
從
ひ
、
其
分
敷
た
る
食
物
費
の
割
合
は
、
勢
ひ
減
少
せ
ざ
る
を
得
な

い
の

で
あ

る
。
然
る
に
経
費
の
大
小
は
所
得
の
大
小
に
随
伴
す
る
を
常
ε
す
る
が
ら

,
結
局
食
物
賓
が
全
膿

の
経
費
に

青
む
る
割
合
は
、
所
得
の
大
ε
な
る
に
從
ひ
減
少
す
る
の
結
果
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
故

に
、
食
物
費

ε
云
ふ
生

活
必
需
品
を
捕

へ
、
是
が
全
禮
の
経
費

に
青
む
る
割
合
よ
b
し
て

物
質
生
活
を

測
定
せ
ん
ε
す
る

露
・σq
色

の
試

は
、
大
隅
妥
當
の
も
の
ご
云
ふ
事
が
出
来
る
。

更
に

}ぎ
の色
は
第
三
項

に
於
て
、
食
物
費
が
全
艦

の
経
費
に
劃
し
て
占
む
る
割
合
ξ
所
得

の
額
こ
の
關
係
を
、

敷
学
的
に
明
確
な
ら
し
め
ん
ε
企
て
だ
の
で
る
る
。
早

昼

物
費
の
割
合
は
、
所
得
の
減
少
に
濾
じ
て
幾
何
級

敷
的

に
増
加
す
L

ε
。
然
し
此
命
題
は
前
記
二
命
題
の
如
く
簡
箪
に
承
認
す

る
事
が
出
来
な
い
。
統
計
材
料

に
よ

り
蹄
納
的
に
實
講
せ
ね
ば
な
ら
幽
。

割

目
旨

。9
。
一

は

次

、の

敷

字

を

以

て

讃

明

に

か

へ
て

み

る

。

論

叢

累
進
税

の
公
平
犠
牲
誠
に
關

す
ろ
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

〔第
二
號

三
三
)

一
七
七
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論

叢

]家
族
の
所
得
金
額

-

i

l

「

1

」
.

一
箇
月

(圓
)

一
箇

年
(法

)

§§罷 茗喜§窟籠 籠 籠 §

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説
に
聞
す
る
累
計
的
親
彊

琵 琶 昊 豊 国 柔 三 δ 大 竃 己 芙 三6六
三6冶 圭6后 土6と 生6后.立6と

當
該
家
族
の
食
物
費
の
割
合

.

}

一

1

>

1

百
分

比

者二
・突

ゼ
7
四
八

さ

・
=

夫

人
玉

壷

・菖

六六
。
六五

奎

・究

六
四
ム

茜

・8

査

・二
五

・

査

・畳

六
一・き

穴
一
・三
〇

春

・暮

六
〇
・
二
五

封

鍛

丁
(
六
三
〇八
四
九

丁
会

四
天
四
五

丁
八
四
著
合

〇

一・〈
三
晃

呈
力

一・
含
〇
五八
倉

一人

二
　天
O
O
二

丁
く
一霞
尭

風

丁
八
=
六
四
一δ

一
・(
異

天
8

.
一人

0
δ
六
呈

一
・莞

噛三
二七
三

マ
晃

=
ハ巻

六

7
七
八茜

六
呈

一
老
全
五
四
歪

一壱
晃
窒

竺

第
十
三
岩

(第
二
號

一
家
族

の
所
得
金
額

1

ー

ー

』

一
箇

年

〔
注

)

一
、
ゼ
8

一
、
合

O

一
面

8

一一
δ
ロ
〇

二
、
一
8

、
一三

石
目

ニ
、
冨
8

二
、
四
8

】一、
吾

0

「三

§

二
、
七
8

二
、
〈
8

二
、
カ
O
O

三
δ
O
O

一
箇

月

(圓

)

五
大
・
七

春

・〇

六
三
・
二

突

・七

8

6

石
玉
・
三

莫

・七

合

・O

全

・【　

尖

后

き

・O

力
三
・
【畠

突
・
七

δ
0
6

三
四
)

一
七
八

営
核
家
族
の
食
物
費
の
割
合

-

ー

ー

>

l

I

j

百
分
比

晃

・七
九

亮

・三
七

・

飛

・究

五
八
・奎

五
八
・量

天

6

八

毛

八
四

暑

・六
三

看

・
四
五
.

三
省
・　δ

暑

・
言

置亨
.臭

亜
↑
店

昊

・き

封

鍛
.

一・薯

交

一天
六

一・
慧

　[美

言

一
嵩
苫
薯

(
四

丁
七
六全

文

〇

一・莫

杏

四晃

丁
莫

巴

】一六
六

一・君
盗

[　二八
三

一・・美

0
茜
余

丁
豊

丸
　兄
0
0

一
●
七
五
(
一
五
四
六

丁
豊

三
六
八
二

】・ゼ
渠

E
三
.(

[・蔓

渠

四{三

一・董

E
=
一三

「

敷
字
を
明
瞭
な
ら
し
む
る
薦
め
に
、
更

に
封
獣
圏
衷
を
作
製

し
た
。
所
得

の
金
額
を
水
雫
線
上
に
普
通
餅
盤
に

ε
り
、
食
物
費
の
割
合
を
垂
直
線
上
に
野
敷
目
盛
で
定
め
、
坐
標
を
連
結
し
て
線
を
害
い
把
の
で
あ
る
。
其
線
が

正
確
な
る
直
線
を
な
せ
ば
、
濁
立
攣
敵
た
る
所
得
金
額
が
算
術
級
撒
的
に
進
む
に
謝
し
従
属
攣
敷
た
る
食
物
費
の

割
合
が
…幾
何
級
一数
的
に
攣
動
ず

る
鐸
で
あ
る
。

`
.
.

、

,
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ゾ
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鉗
数
目
盛
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姐岬

L
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旨
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1.7782

1.7404
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一

(

60

額

(

ρ

i＼
膠)く

＼
一

＼
¥

＼
×

＼
x

×

＼

＼
メ

＼

う

「 【一

50
1

金

55一}
匙

40

一
得

30
一

所

20
一

10

百
分

比

75

食

70

物

論

叢

累
進
税
の
公
平
犠
牲
説
に
關
す
ろ
統
計
的
観
察

費65_

割

60

、合

第
十
三
巻

(第

二
號

三
五
)

】
七
九

、



ノ

ヒ

1

論

叢

累
進
挽
の
公
平
犠
牲
説
に
閲
す
る
統
計
的
親
盗

第
十
三
巻

(第
二
號

三
六
)

一
八
Q

.

嵩
置σq
巴

の
歎

字
を
根
檬

ε
し
て
、
所

得
金
額

ε
食
物
費

の
割
合

ざ
を
敷
式

に
示
す

ε

一。聖

旺
一
・。め
α
O
司①
誤

卜
O
■O
O
崔
G。①
論

を
得

る
事

が
出

来

る
。

ノ

は
食

物
費

の
割
合

の
百

分
比
、

濯

は

一
箇
月
の
所
得
金
額

で
あ

る
。
計
策

を
箇

軍

に

す

る
爲

め

一
法
を
四
拾
鍍

ε
し
て
計
算

し
だ

の
で
あ

る
。

局
口
σq
2

の
調
査
材
料

が
果
し

て
正
確

な
る
結

果
を
齎

し
た
ε
し
て

も
、
何

れ
の
時

代
何

れ
の
階

級

に
於

て
も
此

原

則
が
行

は
る
ピ
は
隈

ら
な

い
。
特

に

国
西
巴

は
其
数

字
画
帳
擦

に
就

て
、・
明
確
な

る
説

明
を
候

い
で

る
る
か

ら

、
伺
更
無
條
件

に
承

認
す

る
事

が
出
来

な

い
。

最
近

我
国

に
於

て
は

、
勢
働
者

の
生
計
調
査

が
盛

に
試
み
ら

れ
て

み

る
。
比
較
的
大
規
摸

且

つ
詳
細

に
行

は
れ

た

る
實

例

こ
し
て

、
東
京

、
大
阪

の
.二
大
都
市

に
於

て
行
は

れ
た

る
東
京

府

ご
、
大
阪

市
こ

の
調
査
を
墓
・げ

る
事

撃

が
出
家
る
。
団
品
巳

の
法
則
の
営
否
特
に
其
第
三
黙
を
研
究
す

る
に
は
、
此
両
者
は
看
過
出
来
な
い
貴
重
の
材
料

で
あ

る
,
然
し
生
計
調
査
の
撒
字
は
、
調
査

に
直
接
關
係
し
た
人
で
な
い
ε
完
全
に
利
用
出
来
な

い
か
ら
、
此
他

に
余
自
身
の
多
少
關
保
し
把
京
都
市
小
學
校
敏
員
生
計
調
査
の
結
果
を
も
併
せ
.用
ひ
た
の
で
あ
る
。

国
損
巴

法
則
は
、
所
得
の
金
額
以
外
の
事
情
に
於
て
凡
て
同
質
な
る
家
族
に
就
き
始
め
て
完
全
に
云
ひ
得
る
原

則
で
あ
る
。
然
し
事
賢
主
か
、
る
典
型
的
の
家
族
を
二
個
以
上
獲
見
調
査
す

る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
否
同

一
家

族
に
て
も
時
を
隔

つ
る
に
從
ひ
、
其
浦
費
生
活
に
著
し
き
愛
動
を
生
す

る
か
ら
、
此
際
件
を
充
分
に
満
足
し
得
な

い
の
で
あ
る
。
故
に
正
確
な
る
事
は
求
め
得
な
い
迄
も
、
同

一
職
に
同

一
地
方
に
在
り
て
同

]
.職
業
に
従
事
し
、

同

一
人
敷

よ
り
成

る
家
族
な
ら
ば
、
消
嚢
生
活
に
於
て
も
大
膿
同
質
性
あ
り
ε
認

め
る
事
が
出
来
る
。
此
程
度
の

r

舳



♂

正
確

さ
の
も

の
を
、
同

一
方

法
に
よ
り
同

一
人

が
調
査

し
た
も

の
を
根
振

ε
し
π

の
で
あ
る
。
・

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

鋤

第

一
に
大
阪
市
の
労
働
者
の
生
計
調
査
を
研
究
す

る
。
本
調
査
は
確
實
性
に
富
む
ご
云
ふ
理
由
で
,
.之
を
探
用

し
セ
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
六
月
よ
り
大
正
九
年
六
月
迄
約

一
箇
年
間
多
数
轡
働
者
に
就
て
調
査
し
た
の
で
あ
る

が
、
此

一
箇
年
聞
継
緩
し
て
記
帳
し
た
者
が
登
騰
の

】
部
.分
に
過
ぎ
す
内
面
も
其
間

に
家
族
撒

〔消
費
軍
位
)
に

毫
も
愛
動
を
生
ぜ
ざ
る
者
に
至
っ
て
は
、
茜
だ
少
敷
で
あ
る
。
其
少
数
者

の
中
で
代
表
的
の
も
の
乾
し
て
、
更
に

三
二

乃
至
三

・四
の
消
費
箪
位
を
維
持
せ
る
機
械
職
工
を
撰
ぶ
ざ
、
僅
に
十
家
族
を
算
す

る
に
過
ぎ
な

い
。
然
し

是

鳶
は
、
統
計
調
査
を
施
す
餓
地
が
無

い
か
ら
、
此
十
家
族
の
生
計

に
就
き
、

一
箇
年
李
均

　
っ
ε
、
毎
五
箇
月

移
動
李
均
八

っ

〔七
月

-
十

一
月
、
八
月
-
十
二
月
、
九
月
1

一
月

、
十
月
-
二
月
、
十

　
月
⊥

二
月
、
十
二
月

一
四
月
、

一
月
一
五
月
、
二
月

「
六
月
、
)
ε
を
曝

し
、
都
合
九
十
の
延
家
族

の
生
計
調
査
を
求
む
る
事
が
出
家

た
。
食
物
費
が
全
艦

の
経
費
に
封
し
占
む
る
割
合
が
、
所
得

に
患
じ
て
攣
す

る
有
様
は
、
大
燈
次
の
如
↑
で
め
る
。

一
家
族

の

一
箇
月
平
均

所

得

金

額
(圓
)
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察
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玉
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五
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四
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豊
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光

翌
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憂

L

五
〇
・
二

四
知
,
O

置
く
・
[}

五
心
・
(

四
六
λ

四
　「
・
六

四
(
。
五
.
四
七
壱

翌

。
四

望

・
三

豊

・二

四
く
λ

籍

・旺

謡

・
二

四
く
・
へ

喜

・
四
.

E
四
・
(

五
四
・
O

五
臥
●
五

思
五
噸
0

兇
《

竪
⊥

窒
・
一
一
琴

七

四
〇
.〈

冨
湘
●
二

黒
(
。
七

唱
心
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十
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第
二
號

三
七
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一
八

一
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論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
読
に
閲
す
る
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

(第
二
號

三
八
)

一
八
二

更

に
大
賊
省
句
刷
の
幾
何
圖
表
を
用
ひ
両
者
の
關
係
を
明
に
し
た
。
各
所
得
階
級
に
於
け
る
食
物
與
の
割
合
を

.

結

べ
る
線
が
大
慌
直
線
を
な
し
て
み
る
事
は
、
や
が
て
所
得
増
加
ε
食
物
費
ご
の
割
合

に
幾
何
級
数
的
の
關
係
の

あ
る
事
を
示
し
て
み
る
。

セ

ヘ

ム

な

も

第
二
に
東
京
府
の
調
.

」

、

切

.

幽

査
を

利
用

し
た
。
本

調
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所 得 金 額 嘔 】)

7⑪

食65

物
60

55

50

の

45

40

%

割

合

(百
分
比
)

呂0

査

は
大
正
九
年
五
、
⊥ハ
、

.七

、
↓二
箇
月
間

の
東
京

市

の
勢
働
者

の
生
計
を

調
査

し
た
も

の
で
あ
る

が
、
六

、
七

の
両
月

に

於

て
は
詳

細
な

る
原
材

料

を
省
略

し
て
め

る
か

ら

、
止

む
無

く
五
月

分

、
の
み

に

就

き

硲

究

し

た

.
代
表
的
家

族

ε
し

て

ρ
目皿

が

∵

八
」

二

・
二
の
者
を

選
び
(各

22)東 京 府産業部商 工課:職 工生計状態 に聞す る調査



種
の
勢
働
者
を
網
羅
し
た
。
本
調
査
を
利
用
し
た
の
は
、
多
数
人
の
生
計
調
査
を
得

ん
己
の
希
望
に
出
だ
の
で
あ

る
、
数
字
表
及
び
幾
何
圖
表
は
次
の
結
果
を
示

し
て
み
る
。

一
家
族

の

一
箇
月

所

得
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、
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、
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、

、

、

、
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劉

最
後
に
京
都
市
小
學
校
長
會
の
調
査
し
陀
京
都
市
小
學
校
歌
員
生
計
調
査
を
整
理
し
セ
。
本
調
査
は
大
正
八
年

十

一
月
の

一
箇
月
間
を
標
準
ε
し
だ
調
査
で
あ
っ
て
、
交
書

に
よ
る
尋
問
様
式
で
あ
る
。
男
激
員
の
中
家
族
敷
二

人
の
者
の
み
を
選
び
、
尋
問
標
式
の
齎
す
誤
謬
を
避
け
ん
爲
め
不
確
實
の
も
の
を
全
部
除

い
た
。
牧
人
は
、
軍
に

ぬ

本
俸
、
加
俸
、
住
宅
料

、
臨
時
手
當
に
止
ま
ら
す
、
財
産
粒
入
、
家
族
牧
人
を
も
加

へ
た
の
で
あ
る
。
四
十
圓
以

下
の
牧
入
百
+
圓
以
上
の
牧
入
を
除
き
、
以
下
四
+
七
家
族
を
得
た
。
数
字
を

一
層
正
確
に
す

る
爲
め
、
食
物
費

の
割
合
に
就
て
は

一
々
野
薮
を
算
出
し
た
、
而
し
て
所
得
階
級
各
十
五
圓
毎

に
食
物
費
の
割
合

の
幾
何
平
均
を
算

定
し
、
荘
園
刻
み
に
其
李
均
を
移
動
せ
し
め
た
。

一
家
族

の

一
箇
月

所
得
金
額
(圓
)

吾
-
五
五

至
⊥

6

春
⊥
註

査
ー

ゼ〇

七
〇
1
葦

葺

1
八O

八
O
一
会

八五
1
き

き
-

窒

九
五
一

一8

δ
O
I
一〇
五

一〇
五
一

=
O

欝
該
家
族
の
食
物
豊

の
割
合
(
百
分
比
)

{{{A{{{{{{{{
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】
家
族
の

}
箇
月
平
均

所

得

金

額
(圓
)

.

吾

一
査

(五
七
義
)

註

一
首

(害
〒
五
)

{〔0
-
墓

奎

1
合

ぢ
1

会

藍

一
石

く『
-
盗

人
五
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0
0

カ
O
一

δ
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篭
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90100

(圓)[

笛
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三
谷

(雀
躍
二
號

而閂
二
)

一
入
⊥
ハ

所

得

金

額

を

躍

ε

し

、

其

に
癒

宇

る

食

物

費

の

百

分

比

を

ノ

に

て

示

す

聴

に
は

一〇
讐

[

目
.認

茜

1

0
b
9

㎏

百
分
比

印
食55

物

要

の

割

合

50

45

40

35

30

25

20

割
合

ご
、
所

得
金
額

ξ
の
聞

に
、
大
禮

出
京

る
。

金
70
-
.
.

1
1

60

得

50

所

15

同
旨
⑳
皿

の

云
ふ
が
如

き
法
則

が
存
す

ピ

せ
ば
、

の
公
式

を
得

る
.事

が
出
凍

る
。

更

に
野
敷
圖

表

を
用

ひ
て
、
食
物
嬰

の
割

合

の
分
布
を
示

し
、
移
動
平
均

に
よ
り
大
勢

を
明

に
し

た
、
次

の
如

く

で
あ

る
Q

以

上
三
種

の
生

計
調
査

の
範

圏
内

に
於

て

は
、
国
昌αq
①一が
食
物

費

の
割
合

ε
所
得
金

額

ε

の
關
係

に
下
し
だ
結
論
は
、
大

し
た
間
違

ひ

も
な

い
様

に
思
は
れ

る
。
目
コ
晩
年

法
則

を
裏

書
す

る

に
は
、
更

に
精
密

な

る
研
究

を
必
要

ε
す

る

の
で
あ

る
が
、

】
悉

の
説
明

は

つ
い

π
繹
で
あ

る
。

食
物
費

が
全
器

の
経
費

に
封

し
て
占

む

る

次

の
敷
式
を
得

る
事
が

「

響



鍔

一〇
撃

n
>
t
只
賊

心
は
食

物
盛

が
全
艦

の
経
費

に
劃
し
て
占
む

る
割
合

、
A
は
.
一
定
敷

、

濯
は
所

得
金

額
、
α
は
調
査
主
艦

の
如

何

に
よ

っ
て
愛

動
ず

る
の
で
あ

る
、
上
詑

出
目
αq
巴

の
数

字

に
よ
り

α
を
○
・
○
〇

一
ゴ
ニ
⊥
ハ
、
京
都
市

の
数

字

に

よ
り

○
。○

〇
五

ど
算
定
し

た
の
で
あ

る
。

'

団
轟
巴

ば
断
得

金
額

多
ε
食
物
費

の
割
合

ノ
ε
の
間

に
、
劃
数
的

關
係

の
存
す

る
事
を
示

し

,
の
で
あ

っ
た
。

然
し

ル
ど

夕
ど
に
封
数

的
關
係
を
認

む

る
以
上
は

、
此

公
式

の
示
す

が
如
く
、
更

に

α
を
利
用

せ
ね
ば
な
ら

訟
。

食
物
費

が
全
鵬

の
経
費

に
射

し
て
青

む

る
割
合

ノ
が
、
所

得
金
額

多
の
攣
化

に
件

ひ
、
如

何
な

る
等
比

に
て
愛
動

ず

る

か
を
示
す

の
が

α
で
あ

る
か
ら
」、

α
は
非
常

に
重

要
な

る
意
義

を
有
し

て
み

る
。
蓋

し
食
物
費

の
弾
力
性

の

如

何
は

α
に
よ
り

始

め
て
測
定
す

る
事
が
出
来

る
か
ら

で
あ

る
。

余

は

国
一酉
巴

の
法
則

を
無
條

件

に
承

認
せ
ん

産
す

る
も

の
で
は
な

い
、
然

し

両
鶴
四
色

の
考

へ
方

に
は
捨

て
難

き
長
所
が
あ

る
か
ら

、
是

を
利
用

し
π

い
の
で
あ

る
。

而

し
て
其
利
用

に
當
り
.、

】。
聖

目
》
一

旦
映

の
公
式

の

ア

ご

/
ξ
の
爾
者

の
み

に
問
題
を
限
局

せ
す

し

て
更

に

α
に
迄
研
究
を
獲
展

せ
し

め
た

い
の
で
あ

る
、

四

曾

ひq
画

法

則

の

鷹

用

生
計
調
査

よ
り
租

税
理
論

を
導
く
事
は
、
国
コ
σq
①
一
自
身

が
己

に
試

み

て
み
る
。

「家
族

が
貧
困
な

れ
ば

な

る
程
、

総
経
費
中
食

勧
農

に
捜
せ
ら

る
、
部
分

の
増

加
す

る

を
常

、℃
す

」

る
が
故

に
、
、更

に

「
家
族

が
貧

困
な
れ
ば
な

る

程
・
問
蓄

蓋

孕

る
要

し
」
の
錆

を
生
じ
π
の
で
あ
袖

裏

國
の
霧

監
督
局
に
て
も
生
計
費
の
調

論

叢

累
進
視
の
公
平
犠
牲
説

に
關
す

み
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

(
第
二
號

四

三
)

一
入
七

24)Engel;a.乱,0・S・31・

二.._一. 一
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邑

論

叢

累
進
枕
の
公
平
犠
牲
説
に
閲
す
ろ
統
計
的
観
察

第
+
三
巻

(第
二
號

四
四
)

一
八
八

査
を

利
用

し
て
租

税

の
負

携
關
係

を
調

べ
て

み
る
、

然
し
此

等

は
単
純

な

る
経
封
額

の
調

査
で
め

つ
て
、
是
を
累

進
税

に
慮
用
す

る
事
は
殆

ん
.ε
試

み
ら
れ

て
み
な

い
。

生
計
調
査

を
根
櫨

ξ
し

て
累
進
税

を
主
張

す
.る
者

に
補
償
説

の
論

者
を
敷

へ
る
事

が
出

摩

る
。

曰
く
、

国
彊
ユ

の
示
す
如
く
澗
接

税
は
結

局

小
所
得

看

に
重
牽

を
課
す

る
が
故

に
、
事
黄
土

累
退
視

(
[ρゆσq
「①鼠
9
こ

の
結
果
を
齎

謝

す

の
で
あ

る
、
故

に
之
が
補
償

ご
し
て
、
直

接
税

に
於

て
は
累
進

税
(
℃
δ
αq
「。邑

o
b
)
を
採
用

せ
ね
ば
な
ら

漁
ギ

ε

云

ふ
の
で
あ

る
。
然

し
此

説
明
は
結

局
比
例
税

論

に
締

す

る
の
で
あ

っ
て
、
累
進

税

の
根

糠
た

る
公
卒

犠
牲
説

に

は
何
等
燭
る
岳

が
な

い
の
で
あ
る
。

馴

余
は

匡
蹟
9

の
標
準

に
絶
劃
的
債
値
を
求
め
ん
ご
す
る
の
で
は
な

い
、
然
し
千
圓
の
所
得
を
有
す

る
人
の
百

湘

圓
の
謹

は
、
高

の
所
得
を
有
す
・
人
の
薗

の
犠
牲
よ
b
も
大
・
b
喜

喜

喩
約
説
明
一

も
、

国
　

廓

法
則
を
利
用
す

る
方
が
藷

覆

擦

に
籍

ε
信
ず

る
の
募

る
。
国
.、四
。
.
苗

を
相
隷

準
ξ
し
て
・
東

進

卿

視
論

を
進

め
た

い
,

,

馴

国
遠

法
則
は
・
食
物
費
の
割
合
を
所
得
金
額
の
函
啓

し
て
観
察
し
て
得
た
法
則
で
あ
る
・
余
は
此
法
則
よ

蛆計

り
、
第

一
に
、
所
得
の
大
ざ
な
る
に
從
ひ
其
齎
す
限
界
効
用
は
漸
次
減
少
す

る
も
の
な
る
事
を
説
明
し
、
更
に
進

麟
.盛

ん
で
、
其
限
界
効
用
の
減
少
す

る
割
合

に
は
多
少
の
規
律
存
し
、
各
揚
合

し
慮
じ
墾
化
す

る
も
の
な
る
事
を
明
に

.

上

し

た

い
、
.

・

搏戸

第

一
に
、
所
得

の
大
蓬
な
る
に
從
ひ
、
其
齎
す
限
界
効
用
は
漸
次
減
少
す

る
幽
で
あ
る
。

碑

国
ロ
σq
色

法
則
は
、
食
物
賓
が
杢
膿
の
脛
費

に
青
む
る
割
合
が
所
得
の
増
加
す

る
に
從
ひ
漸
次
減
少
す

る
事
を
示

鋤

,



し
て
み
る
。
食
鵜
費
が
白
む
る
割
合
が
其
所
得
の

限
界
効
用
を

決
定
中
る
も
の
な
り
ゃ

否
や
は

勿
論
疑
問
で
あ

る
、
然
し
食
物
費
は
生
活
必
需
品
中

の
第

一
次
的
の
も
の
に
属
し
、
而
も

且
ハ⊥
下
の

限
界
の
狭
き
も
の
π
る

以

上
、
そ
れ
が
全
禮
の
経
費
に
謝
し
て
占
む
る
割
合
は
、
可
な
り
意
味
深
き
も

の
ε
考

へ
る
事
が
出
家
る
。
所
得
の

限
界
効
用
を
食
物
費

の
み
に
就
て
云
ひ
得

る
な
ら
ば
、
食
物
費
の
割
合
の
人
な
る
場
合
は
小
な
る
場
合
よ
り
も
限

界
効
用
は
人
な
る
筈
で
め
る

。
故

に

「
手
よ
り
口

へ
」
の
生
活
を
逡
れ
る
小
所
得
者
相
互
間
に
於
て
は
、
食
物
費

の
占
む
る
割
合
は
其
所
得
の
限
界
効
用
を
測
定
す
る
相
鶉
標
準
ご
な
る
の
で
あ
る

大
所
得
を
有
す

る
人
は
、
食

物
慾
以
外
に
衣
服
慾
住
宅
慾
否
其
上
に
無
数
の
奢
侈
慾
を
滞
足
せ
ん
ε
す
る
が
常
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
の
多
数

の
慾
望
は
、
食
物
慾
よ
り
も
弾
力
性
の
豊
富
な
る
事
も
疑
を
容
れ
な
い
。
然
し
此
場
合
で
も
所
得
を
大
に
増
加
す

れ
ば
、
其
慾
望

の
烈
度
は
漸
次
減
少
し
、
從

っ
て
共
所
得
の
齎
す
限
界
効
用
も
少
く
な
る
の
で
あ
る
。
程
度
の
差

は
め
る
に
し
て
も
限
界
効
用
遮
減

の
事
實

は
、
弾
力
性

の
乏
↓
き
食
物
ざ
全
く
趣
を
同
じ
し
し
て
み
る
。
故

に
食

物
費

に
捜
せ
ら
る
工
経
費
が
占
む
る
割
合
の
逓
減
は
、
恰
も
之
が
標
準
を
示
し
て
み
る
、
両
目
σq
o
一
の
法
則
は
、
此

事
實
を
最
も
明
瞭
に
現
は
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　

第

二
に
所
得

の
大
ε
な

る
に
從

ひ
限
界
効

用

が
減
少

す

る
割
合
は
多
少
規
律
的

の
も

の
で
あ

っ
て
、
各
場
合

に

慮

じ
攣

化
す

る
の
で
あ

る
。

所
得

の
齎
す
限
界

効
用

の
減
少

が
、

団
鼠

色

が
食

物
費

の
割
合

に
就

て
云
ひ
し
如

く
、
等
比

級
数
的

な
り
却
否

や
は
疑
問

ご
し
て
、
兎

に
角
何
等

か

の
規
律

あ
る
事

ぱ
、
前

記

二
三

の

統
計
的
観
察

よ
り

推
察

し

得

る

所

で
あ

る
。

假
に

δ
箆
n
諺
1
2
娩

の
公
式

を
正
し

ざ
せ
よ

、
而

し
て
此
公
式

が
其
規
律

を
示
す

も

の
ε
せ
ば

、

α
が
各

論

叢

累
進
税
の
公
準
犠
牲
説
に
聞
す
ゐ
統
計
的
親
祭

第
十
三
巻

(第
二
號

四
五
)

一
入
九
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累
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號

四
六
)

一
九
〇

場
合

に
慮

じ
種

々

の
数
値

を
ご
る
繹

で
あ

る
。

国
轟
色

は
、
弾
力
性

少
き
食
物
嚢

が
合
鴨

の
脛
費

に
謝

し
て
占

む
「

る
割
合
を
論
じ
た

か
ら

、
從

っ
て

α
も
其

に
慮

じ
π
値

を

ε

っ
セ
が
、
弾
力
性
人
な

る
他

の
享
樂
費

を
合
算

し
た

る
場
合

に
は
、㌧
α
に
も
多
少

の
攣
動

を
來
す
筈

で
あ
る
。

か
く

の
如

く
攣
化

の
程

度
は
各
場
合

に
よ
り
異

る
も

、

或

一
定

の
規
律

に
從

ふ
事
は
、
推
測

に
難

か
ら

漁
所

で

あ

る
。

以
上

工
事
實

を
假
産

し
て
、
此

等

の
事
實

よ
り
累
進

税

に
鷹
用

し
得

る
最
少
限
度

の
立
言

を

、
次

の
如
く

に
纒

ら

の

め
た

い
の
で
あ
る
。

第

【
、
所
得
金
額
の
増
加
に
俘
ひ
視
率
を
増
す
事
は
正
常
で
あ
る
。
.

所
得
の
齎
ら
す
限
界
効
用
が
所
得

の
大
ε
な
る
に
從
ひ
減
少
す
る
以
上
は
、
公
挙
犠
牲
説
の
大
膣

の
結
論

ε
し

て
、
.小
所
得
よ
り
も
大
所
得
に
重
牽
を
課
す

る
事
は
當
然
で
あ
る
。
即
ち
公
平
犠
牲
説
の
根
本
原
則
は

国
・・σq
ユ
法

則
に
よ
り
充
分
讃
明
せ
ら
れ
て
み
る
。

第
二
、
税
率
を
増
す
場
合
に
は
、
其
傾
斜

の
度
を
顧
慮
し
、
蓮
繧
的
に
税
率
を
愛
化

せ
し
む
る
必
要
が
あ
る
。

従
来
の
累
進
税
牽
の
立
法
を
見
る
に
、
視
牽

の
最
高
、
最
低
、
李
均
の
み
を
留
意
し
、
税
率
相
互
の
關
係

に
就

て
は
蝕
ゲ
顧
慮

せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
無
し

国
掲
Φ
】
の
法
則
に
よ
り
、

所
得
の
限
界
効
用
逓
減

に
何
等

か
の
規
律

あ
る
を
知
り
得
た

る
以
上
は
.

α
の
問
題
即
ち
累
進
税
率

の
傾
斜

の
度
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
勿

論
弾
力
性
乏
し
き
必
需
品
を
標
準
ざ
し
て
限
界
効
用
逓
減
を
定
む
る
時
に
は
、
累
進
税
率

の
傾
斜
は
、
著
し
く
急

ε
な
る
で
あ
ら
う
。
國
塚
窮
乏
の
際

に
往
々
見
受
け
ら
る
、
累
進
税
率
は
此
適
例
で
あ
る
。
叉
弾
力
性
人
な
る
多

撒
慾
望
を
も
考
慮

に
入
る
な
場
合
に
は
、
所
得

の
限
界
効
用
逓
減

の
度
合
も
小
`
な
り
、
累
進
の
牽
も
自
ら
緩
和



ノ

せ
ら

る

、
で
あ
ら

う
。
卒

時
俗

國

に
於

て
常

に
見

な
例

で
あ

る
。
黙

れ
ざ
も
、
何

れ
の
場
合

把

る
ε
を
問
は
す

、

.撚補

綴
難
凱讐

舞
欝
擬

響卸無
難
難
縫
糠
嚢

ゲ誌
紛ボ

今
の
如
く
煩
瑣
な
る
修
女
に
基
き
笙

せ
ら
窒

断
緬
的
の
累
進
税
蜜

り
も
、
寧
ろ
敷
學
者

の
轟
き
π
る
理
想

捲

曲
線
　

計
算
せ
ら
籍

る
連
綾
的
の
累
進
黎

を
繋

の
で
あ
る
・
蓋
し
規
律
蕪

、
巖

性
の
見
地
よ
り
せ

餅

・
・
讐

鑑

・
薯

一

優
・
て
・
・
か
・
…

.

灘

.

累

進
税
率

の
現
實

の
立

法
に

は
、
形
式
的
累
減

e

お
『Φ…。δ
コ
㌔
の
方

法
が
採
用

せ
ら

れ

て
る
る
、
税
摩
相

互
間

鰹

・
蓑

・
、
・
所
得
者
・
　

賛
美

に
し
.
漸
次
覆

金
額
を
増
す
毎
に
少
く
し
、
終

に
大
所
得
に
・
り
・
は

噸

馨

を
固
窶

し
む
る
窪

で
あ
・
。
形
式
的
累
減
の
名
は
、
所
得
を
増
す
に
從
ひ
累
進

の
程
度
を
低
め
る
が
故

知

に
、
附

せ
ら
れ
て
み
る
。

国
・・
。
.
法
則
に
・
れ
ば
、
食
黎

茎

讐

糞

。
占
む
る
割
倉

、
所
得
金
額
ざ
反

無

封
に
、
幾
何
級
敷
的
に
愛
動
ず
る
が
故

に
、
小
所
得
間
に
箋
化
大
に
し
て
、
大
所
得
聞

に
至
る
に
從
ひ
小
ε
な
る

馳

の
で
・
・
.
・
黎

・
割
合
・
以
・
、
所
得
・
限
界
効
用
・
多
少
　

象

徴
し
響

・
・
潅

、
・
所
得

瞬

間
鐘

化
大
に
し
て
大
所
待
肥

に
差
異
少
き
形
式
的
累
減

は
、
正
し
各

理
的
の
も
の
で
あ
る
。

灘

南
目唾

法
則
の
齎
す
藁

の
最
小
限
毛

て
、
以
上
の
婁

を
羅

税
に
慮
用
せ
を

す
る
の
が
、
余
の
意
見

累士

で
あ

る
。
結

果

に
於
て
は
、
月

並
に
掲

げ
ら

れ
て
み

る
累
進

税

の
法
則
を
其
儘
踏

襲
し
た

に
過

ぎ
な

い
が
、
其
根

博朝

棟

を
私
経
済

の
消
費
統
計
印

ち

国
・
σq
。一
法
則

に
求

め

た
黙
が
、
従
来

の
説

明

ε
趣

を
異

に
七
て

る
る
の
で

曲
る
。

涌

累
窺

に
、加

へ
ら
る
叢

大
の
批
讐

・
そ
が
比
例
税
に
比
し
て
恣
意
雰

子
に
富
む
芸

ふ
事
で
あ
臨
・
蓋

物

.

論

叢

累
進
税
の
公
平
犠
牲
誠

に
關

す
ろ
統
計
的
観
察

'

第
十
三
巻

(第

二
號

四

七
)

]
九

]

瀞

・

一"
.

9
.

」



●

、

論

叢

累
進
醗
の
公
平
蟻
独
説
に
關
す
る
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

〔第
二
號

西
入
)

]
九
二

し
比
例
税

に
在

り

で
は
、
比
例
税
牽

そ
の
も

の
は

恣
意

的

の
も

の
で
あ
ら

う
が
、

弊

害
は

此

に

止

ま

る
の
で
あ

る
。
然

る

に
累
進

税
率

に
於
て
は
、
税
率

の
最

高
、
最

低
、
卒

均
.に
於
て
恣
意

の
分
子
多

ぎ

の
み
な
ら
す

、
各

税

牽
相

互
の
關

係
が
、
往

々
恣
意
的

に
定

め
ら

る
」
虞

が

加
は

る
の
で
あ
る
、
比
熱

よ
り

し
て
も

、
累

進

税
の
決

定

に
は

、
比

例
税
以
上
.に
何
等

か
適

確
な

る
根
振
を

必
要

ε
す

る
の
で
め
る
。

団
蹟

皿

法
則
を
累

進
税
率

に
懸

用
す

る
事
其

自
身
は
多
少
問
題

で
あ

る
か
も
釣

れ

訟
が
、
何

等

か
私
経
済

に
交
渉
多

き
賞

讃
的
事
實

を
捕

へ
て
視
雍

を

定
む

る
事

は
、
累
進
税

に
特

に
必
要
な

の
で
あ
る
。

荷
累
進

椀

ε
云

っ
て
も
、
所

得
税

の
累
進

税

(牢
。
σq
話
⑳ωぞ
①
国
勢
。
ヨ
ヨ
①
蕾
け2
韓
)

ε
、
租

税
制

度
全
部

に
及

吻

夢

べ
る
累

進

椀

〔零
。
σq
「2
巴
話
叶①
ρ。
H)

ご
は
明
確

に
匠

別
す

る
を
要
す

る
の
で
あ

る
。
前
者

は
所

得
視

の
み
に
累
進

椀
を
慮
用
す

る
の
で
あ

っ
て
、
他

の
租

税
が
累
退

で
あ

る

か
、
比
例

で
あ

る

か
は
、
問
題

ざ
し
な

い
の
で
あ

る
。

後
者

は

個
々
の
租

税
に
關

し
て

は
、

或

は

累
犯

或
は

比
例

の
も

の
が
あ

る
に
し

て
も
、

租
税
膿
系
全
部

ε
し
て

は
、
結
局
累
進

ご
な

る
の
で
あ

る
。

理
想

か
ら
云

へ
ば

、
税
制
全
禮

に
わ

π
れ

る
累
…進
椀
が
必

要
で

あ
る
が

、
事

耶

實
は
之
が
蟹
行
を
許
さ
な
い
。
蓋
し
此
理
想
を
實
現
す

る
爲
め
に
は
、
間
接
税
の
韓
嫁
等
技
術
上
困
難
な
る
幾
多

骨

の
問
題

を
解
決

せ
ね
ば

な
ら

澱
か
ら

で
あ

る
。
最

も
普

通

に
唱

へ
ら

れ
且

つ
實
行

せ
ら

れ
て

る
る
の
は
、

一
般
所

識

得
税
の
累
進
税
で

あ

る
、

一
般
所
得
税

の
累
進
税
は
、

其
自
磯
累
進
の
理
想
に

「
歩
踏
み
入
れ
た
ξ
云
ふ
消
極

漁a

的
理
由
を
有
す
る
ご
共
に
、

更

に
有
力
な
る

根
擦
を

有
し
て
み
る
。
蓋
し

↓
般
所
得
税
は
、
主
観
的
性
質

に
冨

論跳

み
、
綜
合
裸
視
を
な
し
得
る
關
係
か
ら
、
私
脛
濟

に
接
す
る
事
が
直
接
な
る
が
故
で
あ
る
。
從

っ
て

一
般
所
得
税

に
累
進
税
の
範
を
垂
る
Σ
事
は
、
や
が
て
税
制
全
膿

に
累
進
主
義
を
採
用
す

る
の
結
果
ご
な
る
の
で
め
る
。
敏

に

鋤

　繋

ゴ

」



9

累
進
挽

の
議
…論

は
、

云

べ
る
。

税
制
塗
盟
に
及
ぼ
す
も
の
こ
す
る
も
、
又

一
般
所
得
挽
に
止
む
る
も
、
結
果
は
大
差
な

し
ε

五

財
政
學
に
於
け
る
累
進
税
論
の
地
位

財
政
學
は
、
其
中
心
を
収
入
論
に
置
き
其
腸
系
を
建
で

、
み
る
。
牧
人
論

に
於
て
最
も
重
要
な
る
は
、
相
槍

論
で
あ

る
、
租
税
論
中
肚
會
的
原
則
に
属
す

る
部
分
は
、
最
近
特
に
注
目
を
惹
く
に
至
っ
た
、
こ
れ
国
家
財
政
學

が
、
軍
純
な
る
政
治
論
を
離
れ
て
、
財
政

ε
私
経
済
ε
の
複
雑
な
る
關
係
に
精
密
な
る
研
究
を
進

め
て
み
る
事
を

示
し
て
み
る
。

租
税

の
肚
會
的
原
則
中
、
累
進
税
に
進
む
か
比
例
税
を
守
る
か
の
問
題
は
.
實

に
財
政
ご
私
経
済

ε
の
間

に
存

す
る
微
妙
な
る
関
係
を
物
語
っ
て
み
る
、
從

っ
て
累
瀧
税
の
根
本
思
想
だ
る
公
卒
蟻
性
説
の
研
究
は
、
財
政
學
の

、

核
Y肋
に
腸
る

、
問
題
で
あ
る
。

現
代
財
政
土
の
大
事
實
た
る
累
進
税
は
、
荷
明
確
な
.る
蜜
質
的
根
櫨
を
欠

い
で
る
る
。
從

っ
て
是
を
統
計
的
に

観
察
す

る
事
は
、
財
政
學
上
意
味
深
き
事
で
め
る
。
本
研
究
は
、
私
経
済
の
統
計
的
研
究
に
名
あ
る
国
お
巳
の
思
想

を
中
.心
ε
し
ん
、
其

に
余
の
乏
し
き
研
究
を
加

へ
た
迄

で
あ

っ
て
、
か
の
累
進
税
の
根
本
的
解
決
の
大
事
業
に
比

す
れ
ば
、

一
捨
石
の
用
を
な
す
に
止
ま

る
。
而
も
余
が
有
力
な
る
根
撮
ξ
し
て
引
用
せ
る

固
謁
ω
一
法
則
は
、
其
確

立
以
癌
、
已

に
山ハ
十
五
年
を
運
過
し
、
人
を
し
て
時
代
遅
れ
.の
戚
を
起
さ
し
め
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
此
古
き

甕
に
累
進
税

の
新
し
き
酒
を
幾
分
な
り
ε
も
盛
る
事
が
出
来
れ
ば
、
余
の
璽
ば
足
b
る
の
で
め
る
。
〔δ
、七、§

論

叢

累
進
税
の
公
準
櫨
性
説
に
閲
す
ろ
統
計
的
観
察

第
十
三
巻

(第
二
號

四
九
)

一
ん
三
.

28)小 川 博 士=財 政 畢巻 一17.18頁


